
大和市公告第５０号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第２項の規定により、次のとおり都市公園を設置す

る。 

  平成２５年４月１日 

大和市長 大 木  哲   

 

１ 名     称  引地川公園ゆとりの森 

位     置  大和市代官四丁目、福田字乙九ノ区及び字甲三ノ区地内 

区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２５年４月１日 

２ 名     称  松の久保公園 

位     置  大和市下鶴間字甲四号地内 

区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２５年４月１日 

  


